
厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例（案） 

に対する意見募集の結果について 

 

厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例（案）について、町民の

皆さんのご意見を募集させていただいたところ貴重なご意見をいただきましたので、その

意見に対する厚真町の考え方を公表します。 

 

１ 意見募集の実施概要 

実施期間 令和８年１月２６日（月）から２月２４日（火）（３０日間） 

資料の入手方法・

場所 

(1) 厚真町ホームページ（電子データのダウンロード） 

(2) 厚真町役場本庁舎（書面の閲覧） 

(3) 厚真町総合ケアセンターゆくり（書面の閲覧） 

(4) 厚真町厚南会館（書面の閲覧） 

意見の件数 ３５件 

意見の取扱い 

修正 案を修正するもの ０件 

既記載 すでに案に盛り込んでいるもの ４件 

参考 今後の参考とするもの １件 

その他 意見として伺ったもの ３０件 

意見の受け取り 

郵送 ０人 

ファクシミリ １人 

電子メール ３人（団体含む） 

持参 ２人 

 

２ ご意見の概要及び厚真町の考え方 

項目 ご意見の概要 ご意見に対する町の考え方 

定義 

（第２条） 

 

・地域住民等に事業区域に関

係する公的機関、生産団体、

自然・環境保護団体等を含め

ること。 

・地域住民等に具体的に自然

団体を明記すること。 

・地域住民等の範囲に同じ水

系を利用する農家や下流の住

民など実質的な影響を受ける

人を広く対象に含めること。 

【既記載】 

説明の対象となる「地域住民等」に

ついては、事業区域周辺に居住する者

や土地・建築物の所有者など、生活環

境や生産活動などにおいて直接影響を

受ける住民や自治会を基本としていま

す。 

説明会について、対象を全町民にし

たり、自然環境・環境保護団体を一律

に対象にしたりすることは、対象範囲

が不明確となり、手続の安定性を損な



うおそれがあります。 

本条例案第２条において「その他町

長が特に認めた者」を地域住民等に含

めることができる規定を設けており、

個別案件ごとに影響の内容に応じて対

応することが適当であると考えます。 

・定義に「地域との共生 住

民の理解が得られないうち

は、事業計画は進まないこ

と」を加えること。 

【その他】 

「地域との共生」の趣旨について、

条例全体の規定により表現されている

ことから、個別の定義規定を設ける考

えはありません。 

適用事業 

（第３条） 

・適用事業に、同一又は共同

の関係にあると認められる事

業者が、同時期、近接した時

期、近接した場所に設置する

再生可能エネルギー発電設備

の合算した発電出力が１０キ

ロワット以上となる場合を含

めること。 

・会社名を代えて小規模な発

電事業を連立させ１０キロワ

ット以上となる場合も条例の

適用事業とすること。 

【その他】 

本条例案では、再生可能エネルギー

発電設備の出力の合計が１０キロワッ

ト以上の再生可能エネルギー発電事業

に適用するとしています。 

出力の合計を考える上で「実質的に

同一の申請者」であるかどうか、「実質

的に一つの場所」であるかどうかの判

断、いわゆる分割案件に該当するか否

かについては、再生可能エネルギー電

気の供給に係る国の事業計画策定ガイ

ドラインにおける取扱いに準じて判断

します。 

・再生可能エネルギー発電設

備の出力の合計が１０キロワ

ット以下の発電事業について

も適用事業とすること。 

【その他】 

本条例案は、自然環境や生活環境、

防災上の影響が一定程度想定される出

力１０キロワット以上の事業用の再生

可能エネルギー発電設備を対象として

います。 

町の責務 

（第４条） 

・町の責務に次の項目を追加

すること 

① 事業者に、事前協議の

前に事前調査を求め内容

を精査する。 

② 町民に、事業申入れを

【既記載】 

本条例案第９条第２項において、町長

は事前協議があったときに「必要な指

導又は助言をすることができる」と規

定しており、この中で事業の内容や立

地条件に応じて事前調査の実施を求め



告知、事業者の説明会前

に、事前協議の内容を周

知する。 

③ 事業者による説明会開

催を全町民に周知する。 

④ 地域住民の理解と合意

が得られたことを確認で

きれば、事業計画の届出

を受ける。 

ることが可能です。また、同条第３項

において「専門的知見を有する者の意

見を聴くことができる」と規定してお

り、事前調査の内容について専門家の

意見を踏まえた精査を行うことができ

ます。  

事前協議は計画の検討段階であり、事

業内容が確定していないため、この段

階での事前協議の内容の公表は予定し

ていません。 

本条例案第１０条第１項において、

事業者は地域住民等に対して説明会等

を開催することを義務付けています。 

説明会の対象となる「地域住民等」

は、事業により直接的に影響を受ける

方々を基本としています。 

説明会の開催情報については、事業

者が地域住民等に対して適切に周知す

ることを求めています。 

本条例案第１０条第２項において、

事業者は「事業計画の内容について地

域住民等の理解が得られるよう努めな

ければならない」と規定し、同条第４

項において説明会の結果を町長に報告

することを義務付けています。 

「理解と合意」を届出の受理要件と

することについては、何をもって「合

意が得られた」と判断するのか客観的

な基準を設定することが困難であり、

制度の公平性・安定性を確保できない

おそれがあることから、現行案のとお

り、説明と理解の確保を重視した規定

とします。町としては、事業者から提

出される説明会の報告内容を確認し、

地域住民等の理解を得るための取組が

不十分と認められる場合には、第９条



第２項に基づき必要な指導又は助言を

行います。 

事業者の責務 

（第５条） 

・事業者の責務に次の項目を

規定に追加すること。 

① 周辺関係者と合意形成

を図り、良好な関係を保

つこと。 

 ② 事業による、自然環境

や生活環境に対する影響

リスクを考慮し、予防原

則の観点で環境保全措置

を講ずること。 

 ③ 自然環境や生活環境へ

の影響に関する事項につ

いて事前調査を実施し、

事前協議の前までに実施

結果を町に報告するこ

と。 

【既記載】 

本条例案第５条では、事業者に対

し、地域住民等の意見を尊重し良好な

関係を保つこと、災害防止や生活環

境・自然環境への配慮を求めていま

す。 

また、第９条から第１１条により、

事前協議や説明を通じて事業内容の確

認を行う仕組みを設けています。 

ご意見の趣旨はこれらの規定により

担保されています。 

事前調査等については、事前協議の

段階で、町において専門家の意見を聴

取した上で、その手法や調査期間など

の具体的な要件等について、事業者に

対し、指導又は助言することとしてい

ます。 

禁止区域 

（第６条） 

・希少鳥類である国指定特別

天然記念物のタンチョウ、国

指定天然記念物のクマゲラ、

カラフトルリシジミ、オジロ

ワシ、エゾシマフクロウ、コ

クガン、マガン、ヒシクイの

生育地の保全を目的に、その

生育地域を禁止区域とするこ

と。 

【その他】 

特定の動植物の生息地については、

環境影響評価や自然環境関係法令によ

り保護が図られる仕組みが設けられて

います。条例で個別種を列挙して禁止

区域とすることは、科学的知見の変化

や指定の更新への対応が困難となるお

それがあることから、現行の条例案が

適当と考えます。 

配慮事項 

（第８条） 

・動植物の保全に関すること

を追加すること。 

【既記載】 

本条例案第８条第１号において「自

然環境の保全」が規定されており、動

植物の保全もこれに含まれます。 

事前協議 

（第９条） 

・事前協議に次の項目を追加

すること。 

① 町は、事前調査等の事

前協議書を精査、事業に

【その他】 

 事前協議は、事業計画の内容につい

て町が技術的・専門的な観点から確認

し、必要な指導又は助言を行うための



対する町の意見を公表す

る。 

 ② 町は、必要に応じて環

境審議会に諮問、有識者

に意見を求める。 

手続です。当該段階では事業計画は未

確定であり、町が事業の可否や賛否に

ついて公的な判断を示したり、意見を

公表することを予定しているものでは

ありません。 

また、本条例案第９条第３項におい

て、町長は必要に応じて学識経験者等

の意見を聴くことができると規定して

おり、事業の内容や立地条件に応じ

て、柔軟に意見聴取を行います。 

地域住民等へ

の説明 

（第１０条） 

・地域住民等の「合意」や

「同意」を事業の実施の要件

とすること。（５件） 

 

【その他】 

本条例案では、説明会の開催や意見

への誠実な対応を義務付けることで、

地域住民の理解を得る仕組みとしてい

ます。 

「合意」や「同意」を法的要件とす

ることは、客観的な成立基準を定める

ことが困難であり、制度としての公平

性や安定性を確保できないおそれがあ

ることから、現行案のとおり、説明と

理解の確保を重視した規定とします。 

届出等 

（第１１条） 

・届出制から、町が事業を判

断する許可制とすること。 

・許可制とし、協定を締結す

すること。 

【その他】 

再生可能エネルギー発電事業は、国

の制度により推進されている事業であ

り、市町村が一律に許可制とすること

は、法令との関係や事業の自由との均

衡の観点から慎重な対応が必要である

と考えます。 

本条例案では、届出、事前協議、指

導・勧告・命令の仕組みにより、実質

的な関与と是正が可能な制度設計とし

ており、現行案の枠組みが適当である

と考えています。 

協定の締結については、本条例にお

いて一律に義務付けることは考えてい



ませんが、個別事業の状況に応じ、地

域との合意形成を補完する手法の一つ

として、必要に応じて検討します。 

・設備に使われている有害物

質の種類と量を事業計画の届

出時に明示させること。 

 

【参考】 

再生可能エネルギー発電設備に含ま

れる有害物質の把握は、災害時の環境

汚染防止や適正な廃棄処理の観点から

重要であると認識しています。 

規則において、設備に含まれる有害

物質に関する情報の届出を求めること

を検討します。 

・親会社や出資者の情報を明

らかにし、実態としての外国

資本や資金源を町が把握出来

るようにすること。 

【その他】 

本条例においては、まずは事業者の

基本情報や責任主体を明確にすること

を通じて適切な指導・対応が可能とな

る仕組みとしています。資本関係等の

情報の取扱いについて、再生可能エネ

ルギー発電事業は電気事業法や再生可

能エネルギー特別措置法等の国の法制

度のもとで実施されており、資本関係

や資金源の開示については、国の制度

において一定の整理がされているもの

と認識しており、条例において、出資

者や資金源の開示義務を設けること

は、考えていません。 

ご意見として伺います。 

・事業の転売は、事前に町長

の承認を得ること。 

【その他】 

事業者の変更については、再生可能

エネルギー特別措置法に基づき、国に

おいて認定事業者の変更手続が定めら

れており、適切な審査が行われる仕組

みとなっています。 

町の条例において、事業の譲渡等に

対し一律に事前承認制を設けることに

ついては、事業活動への影響や制度運

用上の課題もあることから慎重な検討



が必要と考えています。 

このため、本条例においては、事業

者の変更があった場合には町への届出

等により状況を把握し、必要に応じて

指導等を行うことにより、地域との共

生や適正な事業実施の確保を図ってま

いります。 

廃止の届出 

（第１４条） 

・事業者は、再生可能エネル

ギー発電設備の解体、撤去及

びこれに伴い発生する廃棄物

の処理その他事業廃止後に必

要とする措置に要する費用を

適切に確保するため、保証金

としてあらかじめ金融機関に

現金を預け入れなければなら

ないものとすること。（５

件） 

【その他】 

本条例案では、第１１条において廃

止後の措置を含む維持管理計画の提出

を義務付け、第１４条及び第１５条に

より、撤去等の義務を課しています。 

撤去費用の確保については、再生可

能エネルギー特別措置法に基づき、一

定規模以上の事業に対して外部積立が

義務付けられるなど、国において制度

的な対応が図られていることから、保

証金等について、町が独自に義務付け

ることは適当ではないと考えていま

す。 

 一方で、ＦＩＴ・ＦＩＰ制度の対象

とならない、いわゆる非ＦＩＴの再生

可能エネルギー事業については、現時

点において国の統一的な積立制度が設

けられていないことから、撤去費用の

確保が課題となり得るものと認識して

います。 

本条例においては、国の制度の適切

な履行を前提としつつ、非ＦＩＴ事業

も含め、事業計画の段階から廃止後を

見据えた対応を求め、必要に応じて指

導・助言を行うことにより、将来的な

負担が地域に及ばないよう努めてまい

ります。 

また、今後の国の制度動向や他自治

体の取組も注視しながら、必要に応じ



た対応について検討してまいります。 

ご意見として伺います。 

その他 

 

・環境審議会の設置について

規定すること。 

【その他】 

本条例案第９条第３項により、学識

経験者等の専門的意見を聴くことがで

きる仕組みを設けています。 

事業の内容や立地条件に応じて、柔

軟に意見聴取を行います。 

・厚真町の自然度の高さや豊

かな自然環境の上に成り立っ

た生産空間など、優れた「自

然・生活環境」があることを

明示し、事業者に調和を求め

ること。 

【その他】 

 厚真町が自然の豊かさと生活の快適

さをあわせもつ「大いなる田園のま

ち」であることは、厚真町環境基本条

例の前文に明示されているところであ

り、本条例案は、環境基本条例の理念

を再生可能エネルギー事業の分野にお

いて、具体的に機能させる実施条例と

して位置付けています。 

本条例案は、再生可能エネルギー発

電事業と地域との共生を図り、町民の

安全で安心な生活環境の確保、良好な

自然環境の保全及び災害の防止を図る

ことを目的としています。 

・土地所有者の責務に関する

ことを規定し、太陽光発電事

業により生活環境への被害

等、自然環境、景観を損なう

行為又は事故等が発生するこ

とのないよう、事業区域に係

る土地等を適正に管理しなけ

ればならないことを規定する

こと。 

【その他】 

本条例案では、再生可能エネルギー

発電事業を実施する事業者に対して、

第５条及び第１５条により、設備及び

事業区域の安全かつ適正な維持管理の

責務を課しています。 

再生可能エネルギー発電事業に伴う

環境や生活への影響については、事業

の実施主体である事業者が一義的に責

任を負うべきものであることから、土

地所有者を義務主体とすることは予定

していません。 

・事業者は、事業計画の概要

を周辺関係者に周知するた

【その他】 

国の再生可能エネルギー事業計画策



め、事業区域内の道路等に面

した見やすい場所に標識を掲

示しなければならないとする

こと。 

定ガイドラインにおいて、発電設備の

外部から見やすい場所に事業者名や連

絡先等を表示することが求められてい

ます。 

 

その他 ・人口減少や高齢化、災害の

頻発などにより自然環境や地

域社会が大きく変化する中、

再生可能エネルギーには利点

と課題の両面がある。将来的

には設備の撤去・更新の集中

や人材不足、事業者の撤退等

による問題も懸念されるた

め、事業者の責任や管理体制

の確保が重要である。 

将来世代に負担や負の遺産

を残さず、再エネ事業による

利益の裏で生じる費用を町民

の税負担としないよう求め

る。また、厚真町の自然環境

や地域の価値を守りつつ、時

流に流されない持続的な町政

運営を望みます。 

【その他】 

再生可能エネルギー事業に伴う撤去

費用や原状回復費用等の確保について

は、事業者の責任において行われるも

のです。 

本条例においては、事業計画の段階

から事業終了後を見据えた対応を求め

るとともに、関係法令や国の制度も踏

まえながら、事業者の責任の明確化と

適切な履行確保に努めます。 

また、厚真町の良好な生活環境や優

れた自然環境・景観は、将来にわたり

守り引き継ぐべき重要な資産であるこ

とから、開発と保全の調和を図り、持

続可能なまちづくりを推進していきま

す。 

ご意見として伺います。 

・いつ何時でも事業者の情報

を適切に把握できる体制にあ

るか。 

【その他】 

本条例案では、事業開始時、承継時

及び廃止時の届出を義務付けていま

す。 

また、必要に応じて報告徴収や立入

調査を行うことができることから、事

業者の情報については制度上把握が可

能な仕組みとしています。 

これらの規定に基づき、適切な把握

に努めます。 

・事業者に再エネ更新準備が

計画されているのか。 

【その他】 

本条例案では、事業計画として維持

管理計画の提出を義務付けており、そ



の中で設備の維持管理や事業終了後の

措置について定めることとしていま

す。 

設備の更新については事業者の判断

に委ねられるものですが、適切な維持

管理が行われるよう条例に基づき指

導・助言を行ってまいります。 

・事業者の保証人又は担保物

権等の把握をしているか。 

【その他】 

本条例案は、事業の適正な実施及び

地域との共生を目的としており、事業

者の保証人や担保物権の把握までは求

めていません。 

これらは民間契約や関係法令に基づ

き整理されるべき事項であり、条例に

より一律に把握を求めるものではない

と考えています。 

 ・条例の制定に留まらず、 

厚真町の貴重な自然環境を調

査し、その保存・活用の意見

を交換する機会を設けてほし

い。生態系の保全に向けて、

専門家を招いたり、職員を確

保したりするなど、積極的な

取り組みを期待します。 

【その他】 

ご意見として伺います。 

 


